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○ 総 務 省 告 示 第    号  

 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 五 号 ） 第 二 十 五 条 の 七 の 五 第 三 号 の 規 定 に 基

づ き 、 同 号 の 電 気 通 信 役 務 を 次 の と お り 定 め 、 電 気 通 信 事 業 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 四 年 法 律

第 七 十 号 ） の 施 行 の 日 （ 令 和 五 年 六 月 十 六 日 ） か ら 施 行 す る 。  

  令 和   年   月   日  

総 務 大 臣  松 本  剛 明  

 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 第 二 十 五 条 の 七 の 五 第 三 号 の 告 示 で 定 め る 電 気 通 信 役 務 は 、 次 に 掲 げ る も

の と す る 。  

一  光 信 号 伝 送 用 の 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 用 い て 提 供 さ れ る Ｉ Ｐ 電 話 （ イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ

ト コ ル を 用 い て 音 声 伝 送 を 行 う こ と に よ り 提 供 す る 電 話 の 役 務 を い い 、 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 第

十 四 条 第 三 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 役 務 を 除 く 。 ）  

二  セ ル ラ ー Ｌ Ｐ Ｗ Ａ （ 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 第 四 十 九 条 の 六

の 九 第 一 項 及 び 第 五 項 又 は 同 条 第 一 項 及 び 第 六 項 で 定 め る 条 件 に 適 合 す る 無 線 設 備 を い う 。 ） を 用

い る 電 気 通 信 役 務 （ 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 第 二 十 五 条 の 七 の 五 第 二 号 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ）  


